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インフルエンザ等感染症に関して（お願い） 

 

 時下、保護者のみなさまには本校教育にご理解ご協力いただきありがとうございます。 

インフルエンザ等感染症の感染予防と感染が確認された場合の対応について、今後罹患者が急増する可能性もあり

ますので、インフルエンザ等感染症に関して、次のような対応をお願いします。 

どうかご理解のうえ、ご協力をいただきますよう重ねてお願い申しあげます。 

 

１．感染予防について 

(1) 石鹸での手洗い、うがいの励行、咳エチケット(マスクの着用等)の徹底等をお願いします。 

(2) 毎朝検温を行っていただき、37.5℃以上等、インフルエンザを疑う症状が出ている場合は、登校を見合わせ、

学校にご連絡のうえ、医療機関で受診してください。その際は診断結果や受診後の状態を必ずお知らせくだ

さい。（37.5℃未満であっても本人の状態をみて同様の対応と連絡をお願いします。） 

(3) 基礎疾患のある児童・生徒については、主治医等と十分にご相談いただき、出席について慎重にご判断

ください。 

  

２．感染が確認された場合 

(1) 医療機関でインフルエンザと診断されたときには、速やかに学校へ連絡ください。医療機関の指示のもと、

家庭で十分療養してください。療養中に変化を生じた場合にも連絡をしてくださいますようあわせてお願い

します。 

(2) 快方に向かい、医療機関より登校の許可が出た場合にも、学校へ連絡のうえ登校させてください。 

(3) 登校後発熱等の症状が見られたときは、学校までお迎えをお願いします。感染予防の観点から通学バスは

利用できませんので、ご理解ご協力よろしくお願いします。 

 

 

 

３．その他 

(1) 今後、罹患者が増加した場合には、大阪府教育庁、旭区保健福祉センター、学校医とも連携をとり、臨時

休業措置(学年休業、学部休業、学校休業)をとる場合もあります。一旦登校された場合でも、臨時休業で

下校をお願いすることなど、急なお知らせになるかもしれませんが、子どもたちの安全と健康のためです

ので、どうぞご理解のうえご協力ください。 

(2)  もし何かご不明な点がありましたら学校までご連絡ください。 

（学校：０６－６９５１－４０６３） 

（裏面もご確認ください。） 

発症した日を０日目として５日目まで。かつ、解熱した日を０日目として２日目まで、ご自宅で療養させて

くださいますようお願いします。 



インフルエンザ出席停止期間について 

 インフルエンザに罹患した場合、学校保健安全法第１９条に基づき、学校を休んだ日が出席停止の扱いとなります。 

 平成２４年度より出席停止基準が変更され、インフルエンザの場合は 

「発症した後５日を経過し、かつ解熱した後２日を経過するまで」 

と変更されました。 

 これにより、「発症した後５日を経過」かつ「解熱した後２日を経過」の両方を満たす期間、登校する事ができません。

どんなに早く熱が下がったとしても、最低、発症した後５日は出席停止となります。 

 熱が下がった日によって、出席停止期間が延長していきます。（下表の例４、例５参照） 

発症日は、病院を受診した日ではなくインフルエンザ様症状(３８度以上の発熱等)が始まった日です。病院受診時に、

医師に発症日の相談、確認をして下さい。 

受診していない場合や、登校許可証が提出されない場合は、出席停止扱いになりません。 

 処方された薬によっては、解熱が早い場合がありますが、ウィルスはまだ感染者の体内にあり、自己判断で登校した場

合、学校での感染、流行が懸念されますので、必ず医師の判断、指示に従って下さい。 

  発症日 発 症 後 

０日目 １日目 ２日目 ３日目 ４日目 ５日目 ６日目 ７日目 ８日目 

例

１ 

発症後1日目に 

解熱した場合 

（最低基準） 

発熱 解熱 
解熱後 

1日目 

解熱後 

2日目 

発症後  

4日目 

発症後  

5日目 

   

出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 登校可能   

例

２ 

発症後2日目に 

解熱した場合 

発熱 発熱 解熱 
解熱後  

1日目 

解熱後 

 2日目 

発症後 

5日目 

   

出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 登校可能   

例

３ 

発症後3日目に 

解熱した場合 

発熱 発熱 発熱 解熱 
解熱後 

1日目 

解熱後 

2日目 

   

出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 登校可能   

例

４ 

発症後4日目に 

解熱した場合 

発熱 発熱 発熱 発熱 解熱 
解熱後 

1日目 

解熱後 

2日目 

  

出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 登校可能  

例

５ 

発症後5日目に 

解熱した場合 

発熱 発熱 発熱 発熱 発熱 解熱 
解熱後 

1日目 

解熱後  

2日目 

 

出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 登校可能 

 その後は解熱した日によって出席停止日が順次延長されていきます。 


